
 

大規模事業評価実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、「政策等の評価に関する条例」（平成 15年岩手県条例第60号。以下「条

例」という。）に定めるもののほか、「知事が行う政策等の評価に関する規則」（平成

15年岩手県規則第 116 号。以下「規則」という。）に規定する大規模事業評価に関し必

要な事項を定める。 

 

 （評価の対象） 

第２ 大規模事業評価の対象とする事業は、次のとおりとする。 

(１) 大規模公共事業 規則第９条に規定する事業のうち、別表１に掲げる事業及び新

たに公共事業として創設しようとする事業であって、事業に要する経費の額（以下「総

事業費」という。）が 50 億円以上の事業 

(２) 大規模施設整備事業 施設整備に係る事業のうち、総事業費が 25 億円以上の事業

又はこれに準ずる事業で知事が必要と認める事業 

２ 大規模公共事業の事後評価の対象事業は、次の各号に定める事業のうち、別表２（「大

規模事業事後評価実施計画（以下「事後評価実施計画」という。）」）に掲げる事業とす

る。 

(１) 規則第９条第１項第１号に掲げる事業 事業完了後概ね３年を経過したもの 

(２) 同項第２号から第 12号に掲げる事業 事業完了後概ね５年を経過したもの 

(３) 同項第 13 号に掲げる事業 事業完了後概ね６年を経過したもの 

 

３ 大規模施設整備事業の事後評価の対象事業は、事業完了後概ね５年を経過した事業の

うち、別表２に掲げる事業とする。 

 

 （事前評価及び再評価対象事業の報告） 

第３ 各部局長は、政策企画部長が別に定める日（規則第 13 条第２項において準用する規

則第９条第２項第５号の再評価にあっては、必要が生じた日）までに、事前評価及び再

評価の対象となる事業を政策企画部長に報告するものとする。 

 

（事後評価実施計画の策定） 

第４ 各部局長は、毎年度、政策企画部長が定める日までに、当該年度の翌年度から起算

して３年度目に事後評価の対象として見込まれる事業を政策企画部長に報告するものと

する。 

２ 政策企画部長は、前項による各部局長からの報告に基づき、条例第９条の規定により

設置する岩手県政策評価委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴いたうえで、翌年

度以降３年度間における当該計画を策定する。 

３ 政策企画部長は、事後評価実施計画を策定したときは速やかに実施計画を各部局長に

通知する。 

 

（評価基準の策定） 

第５ 政策企画部長は、第６から第８の評価に用いる評価指標、配点及び判定基準等の評

価基準について、各部局長からの内申に基づき、委員会の意見を聴いたうえで、別に定

める。 

 

 （事前評価の手続き）  

第６ 各部局長は、所管する事前評価の対象事業について評価を行い、大規模公共事業に



 

あっては「大規模公共事業事前評価調書」（様式１又は２）を、大規模施設整備事業に

あっては「大規模施設整備事業事前評価調書」（様式１の２又は２の２）を作成し、政

策企画部長が別に定める日までに、政策企画部長に提出するものとする。 

 

 （継続評価の手続き）  

第７ 大規模公共事業を所管する部長は、継続評価の対象事業について評価を行い、「大

規模公共事業継続評価調書（箇所一覧）」（様式３）を作成し、政策企画部長が別に定め

る日までに、政策企画部長に提出するものとする。ただし、事業内容の一部変更があ

るなど、所管する部長が特に必要と認める場合にあっては、「大規模公共事業継続評価

調書（箇所別）」（様式４）を作成し、政策企画部長に併せて提出するものとする。 

 

 （再評価の手続き）  

第８ 大規模公共事業を所管する部長は、再評価の対象事業について評価を行い、「大規

模公共事業再評価調書」（様式５）を作成し、政策企画部長が別に定める日（規則第 13

条第２項において準用する規則第９条第２項第５号に該当する場合は、その都度）まで

に、政策企画部長に提出するものとする。 

 

 （事後評価の手続き） 

第９ 各部局長は、所管する事後評価の対象事業について評価を行い、政策企画部長が別

に定める日までに、大規模公共事業にあっては「大規模公共事業事後評価調書」（様式

15）を、大規模施設整備事業にあっては「大規模施設整備事業事後評価調書」（様式 16）

を作成し、政策企画部長に提出するものとする。 

 

 （評価調書の公表方法） 

第 10 政策企画部長は、第６から第９に掲げる評価を実施したときは、評価調書及びこれ

を取りまとめた「大規模事業評価の実施状況」（様式６）を速やかに公表するものとす

る。 

２ 政策企画部長は、事前評価及び再評価の結果を公表したときは、県民から意見を聴く

こととする。 

３ 第１項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンター（行政情報サブセンター

地域窓口を除く。）における閲覧及び県のホームページへの掲載により行い、前項の意

見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールにより行うこととする。 

 

 （政策評価委員会への諮問及び答申への対応） 

第 11 政策企画部長は、事前評価及び再評価を行った事業の評価内容について委員会に諮

問する。 

２ 政策企画部長は、第 10第２項の規定により提出された県民からの意見を取りまとめて、

委員会に提出する。 

３ 政策企画部長は、第１項の規定による諮問に対し委員会から答申があったときは、当

該答申の内容を関係部局長に通知するとともに、「大規模事業事前評価答申結果一覧

表」（様式７）又は「大規模公共事業再評価答申結果一覧表」（様式８）を作成し、答申

書と併せて速やかに公表する。 

４ 関係部局長は、前項の規定による通知があったときは、答申内容に対する対応方針案

を作成するものとする。 

５ 政策企画部長は、前項の答申内容に対する対応方針案を、政策会議（政策会議要綱（昭

和 58 年５月 25 日施行）第２条の規定により設置する会議）又は庁議に付議するものと

する。 

６ 政策企画部長は、前項により決定した対応方針を速やかに公表する。 



 

 

 （評価結果の反映） 

第 12 各部局長は、大規模事業評価の結果を施策等の企画立案、予算編成等に適切に反映

させるものとし、政策企画部長が別に定める日までに、その反映状況を「大規模事業事

前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」（様式９）、「大規模公共事業継続評価実

施状況及び評価結果反映状況一覧表」（様式 10）又は「大規模公共事業再評価実施状況

及び評価結果反映状況一覧表」（様式 11）に取りまとめて政策企画部長に提出するもの

とする。 

２ 政策企画部長は、前項の規定により、各部局長から提出された一覧表をもとに、「大規

模事業評価の実施状況及び反映状況について」（様式 12）を取りまとめ、翌年の２月末

日までに公表する。ただし、これにより難い場合には、適切な時期に速やかに公表する。 

３ 前項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンター（行政情報サブセンター地

域窓口を除く。）における閲覧及び県のホームページへの掲載により行う。 

 

 （県議会への報告） 

第 13 政策企画部長は、条例第８条の規定により、「大規模事業評価の実施状況報告書」

（様式 13）及び「大規模事業評価の実施状況及び反映状況について」（様式 14）を作成

し、県議会に提出する。 

２ 前項の報告書は翌年の２月県議会定例会の招集日までに提出するものとする。ただし、

これにより難い場合には、適切な時期に県議会に提出する。 

 

 （その他） 

第 14 この要領に定めるもののほか、大規模事業評価の実施に関して必要な事項は、別に

定める。 

 

 

附 則（平成 16 年２月 18日経評第 36号） 

この要領は、平成 16年２月 18 日から施行する。 

附 則（平成 16 年４月 23日経評第 26号） 

この要領は、平成 16年４月 23 日から施行する。 

附 則（平成 16 年 11 月 18日経評第 149 号） 

この要領は、平成 16年 11月 18 日から施行する。 

附 則（平成 18 年３月 23日経評第 272 号） 

この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 28日経評第 151 号） 

この要領は、平成 20年４月１日から施行する。 
附 則（平成 21 年２月６日経評第 130号） 

この要領は、平成 21年２月６日から施行する。 
附 則（平成 21 年３月 23日経評第 139 号） 

この要領は、平成 21年４月１日から施行する。 
附 則（平成 22 年３月 25日政推第 224 号） 

この要領は、平成 22年４月１日から施行する。 
附 則（平成 22 年 11月１日政推第 285 号） 

この要領は、平成 22年 11月１日から施行する。 
附 則（平成 22 年 11 月 25日政推第 289 号） 

この要領は、平成 22年 11月 25 日から施行する。 
附 則（平成 23 年 12 月 28日政推第 274 号） 

この要領は、平成 24年１月１日から施行する。 
附 則（平成 24 年３月 22日政推第 374 号） 
 



 

この要領は、平成 24年４月１日から施行する。 
附 則（平成 25 年３月 26日政推第 296 号） 

この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 
附 則（平成 25 年 11月１日政推第 222 号） 

この要領は、平成 25年 11月１日から施行する。 
附 則（平成 26 年３月 19日政推第 358 号） 

この要領は、平成 26年４月１日から施行する。 
附 則（平成 30 年３月 30日政推第 390 号） 

この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年６月５日政推第 68 号） 

この要領は、平成 30年６月５日から施行する。 
附 則（平成 30 年 11 月 13日政推第 201 号） 

この要領は、平成 30年 11月 13 日から施行する。 
附 則（平成 31 年３月 12日政推第 350 号） 

この要領は、平成 31年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年２月 19 日政推第 251号） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年 11月４日政第 129 号） 

この要領は、令和２年 11 月４日から施行する。 
附 則（令和３年 10月８日政第 106 号） 

この要領は、令和３年 10 月８日から施行する。 
附 則（令和４年９月 30 日政第 97号） 

この要領は、令和４年９月 30 日から施行する。 
附 則（令和５年９月 27 日政第 103 号） 

この要領は、令和５年９月 27 日から施行する。 
附 則（令和６年 10月 30日政第 101 号） 

この要領は、令和６年 10 月 30 日から施行する。 
 



別表１

大規模公共事業評価対象事業一覧

農　林　水　産　部 県　土　整　備　部

番　号 事　　業　　名 番　号 事　　業　　名

1 かんがい排水事業 1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)

2 農業用水再編対策事業 2 地域連携道路整備事業(地域密着型)

3 経営体育成基盤整備事業 3 広域河川改修事業

4 土地改良総合整備事業 4 総合流域防災事業（河川）

5 漁港整備事業 5 床上浸水対策特別緊急事業

6 海岸高潮対策事業（農村振興局、水産庁） 6 海岸高潮対策事業（水管理・国土保全局、港湾局）（※）

7 三陸高潮対策事業（※）

8 床上浸水対策特別緊急事業（三高）

9 河川総合開発事業（多目的ダム）

10 河川総合開発事業（治水ダム）

11 河川総合開発事業（治水専用ダム）

12 都市計画道路整備事業

13 広域公園整備事業

14 流域下水道事業

15 港湾改修事業

16 港湾施設整備事業

17 港湾環境整備事業

18 空港整備事業（※）

（※）施設の維持管理を目的とする事業箇所について評価対象外



別表２

事後評価
実施年度

公共・施設
の別

事業の種類 事業名 路線名等 箇所名 主な事業内容
総事業費
（千円）

着手
年度

完了
年度

事前
評価
年度

再
評価
年度

公共 水産基盤整備事業 大船渡漁港整備事業 大船渡漁港 大船渡市
-5m岸壁444m

用地33,723m
2
 他

8,839,245 H14 H30 H13 H24

公共 河川事業 簗川ダム建設事業
一級河川北上川
水系簗川

盛岡市

ダム高77.2ｍ、堤頂長242.7ｍ、

堤体積230,000ｍ
3
、総貯水容量

19,100千ｍ
3

52,286,680 H4 R2 - H27

施設 -
岩手県立福岡工業高
等学校改築等事業

- 二戸市
校舎　4,193㎡（改築、木造一部
RC造）、仮設校舎（2,334㎡）設
置、校舎解体

2,513,252 H30 R2 H29 -

公共 農業農村整備事業
土地改良総合整備事
業

和賀中部岩崎 北上市

区画整理  14.3ha
農道 　　  2.5km
用排水路 143.5km
暗渠排水  14.2ha

5,516,000 H23 R3 H22 -

公共
道路事業
（道路建設）

地域連携道路整備事
業(ネットワーク形
成型)

一般国道397号 小谷木橋
道路改築L=1,420m
（橋梁597m含む）

12,400,000 H24 R7 H23 R3

施設 -
岩手県立久慈高等学
校改築等事業

- 久慈市
校舎 6,557㎡（改築、RC造）、校
舎解体、校舎解体に伴うグラウン
ド整備　28,564㎡

3,141,655 H29 R3 H28 -

施設 -
盛岡南公園野球場
（仮称）整備事業

- 盛岡市

野球場（フィールドサイズ：両翼
100ｍ、中堅122ｍ、収容人数：
20,000人）
屋内練習場（フィールドサイズ：
50ｍ×50ｍ）
駐車場（1,040台）

11,046,936 R2 R4 R1 -

施設 -
岩手県立釜石祥雲支
援学校新築等事業

- 釜石市

校舎 3,930㎡
体育館　614㎡
屋内プール
グラウンド　8,510㎡

2,408,774 R2 R4 R2 -

大規模事業事後評価実施計画

Ｒ７
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Ｒ９


